
議案第36号 

 

備前市立認定こども園設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

備前市立認定こども園設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和6年2月20日 

 

備前市長  村 武 司 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市立認定こども園設置条例の一部を改正する条例 

 

備前市立認定こども園設置条例(平成22年備前市条例第13号)の一部を次のように改正する。 

 

第2条の表中 

「     

 備前市立香登認定こども園 備前市香登本1059番地  を 

   」  

「     

 備前市立西鶴山認定こども園 備前市畠田20番地2   

 備前市立香登認定こども園 備前市香登本1059番地  に 

 備前市立香登認定こども園大内分園 備前市大内948番地5   

   」  

改める。 

 第6条第1号中「備前市立保育園設置条例(平成17年備前市条例第123号)」を「子ども・子育て

支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として、規則」

に改める。 
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附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

 (備前市立保育園設置条例の廃止) 

2 備前市立保育園設置条例(平成17年備前市条例第123号)は、廃止する。 

 (備前市立保育園設置条例の廃止に伴う経過措置) 

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の備前市立保育園設置条例の規定によりなされ 

 た処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の備前市立認定こども園設置

条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

 (備前市立小学校及び中学校並びに保育園及び認定こども園における給食費の管理に関する

条例の一部改正) 

4 備前市立小学校及び中学校並びに保育園及び認定こども園における給食費の管理に関する

条例(令和5年備前市条例第19号)の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

備前市立小学校及び中学校並びに認定こども園における給食費の管理に関する条例 

第1条中「、保育園」を削る。 
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議
案
第
3
6
号
参
考
資
料
 

備
前
市
立
認
定
こ
ど
も
園
設
置
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

(
名
称
等

)
 

(
名
称
等

)
 

第
2
条
 
認
定
こ
ど
も
園
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
2
条
 
認
定
こ
ど
も
園
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

備
前
市
立
西

鶴
山
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
畠
田
2
0
番
地

2 

備
前
市
立
香

登
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
香
登
本
1
0
5
9
番
地
 

備
前
市
立
香

登
認
定
こ
ど
も
園
大
内
分
園

備
前
市
大
内
9
4
8
番
地
5
 

備
前
市
立
伊
部
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
伊
部
1
8
0
8
番
地

1 

備
前
市
立
片
上
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
西
片
上
3
3
5
番
地
 

備
前
市
立
伊
里
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
友
延
1
番
地
2
 

備
前
市
立
東
鶴
山
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
佐
山
2
6
1
6
番
地
 

備
前
市
立
三
石
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
三
石
5
4
番
地

1 

備
前
市
立
日
生
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
日
生
町
寒
河
3
8
0
番
地
3
6
 

備
前
市
立
吉
永
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
吉
永
町
吉
永
中
4
8
4
番
地
1
 

 

名
称
 

位
置
 

 備
前
市
立
香
登
認
定
こ
ど
も
園
 

 

 備
前
市
香
登
本
1
0
5
9
番
地
 

 

備
前
市
立
伊
部
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
伊
部
1
8
0
8
番
地

1 

備
前
市
立
片
上
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
西
片
上
3
3
5
番
地
 

備
前
市
立
伊
里
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
友
延
1
番
地
2
 

備
前
市
立
東
鶴
山
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
佐
山
2
6
1
6
番
地
 

備
前
市
立
三
石
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
三
石
5
4
番
地

1 

備
前
市
立
日
生
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
日
生
町
寒
河
3
8
0
番
地
3
6
 

備
前
市
立
吉
永
認
定
こ
ど
も
園
 

備
前
市
吉
永
町
吉
永
中
4
8
4
番
地
1
 

(
保
育
料
等

)
 

(
保
育
料
等

)
 

第
6
条

 
第

3
条

第
1
項

及
び

第
2
項

に
規

定
す

る
事

業
に

係
る

保
育

料
等

は
、

次
の

各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
6
条

 
第

3
条

第
1
項

及
び

第
2
項

に
規

定
す

る
事

業
に

係
る

保
育

料
等

は
、

次
の

各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(
1
)
 

保
育

園
と

同
様

に
1
日

8
時

間
程

度
利

用
す

る
子

ど
も

(
以

下
「

教
育

及
び

保

育
時
間
相
当
利
用
児
」
と
い
う
。
)
に
係
る
保
育
料
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
(
平

成
2
4
年

法
律

第
6
5
号

)
第

2
7
条

第
3
項

第
2
号

に
規

定
す

る
政

令
で

定
め

る

(
1
)
 

保
育

園
と

同
様

に
1
日

8
時

間
程

度
利

用
す

る
子

ど
も

(
以

下
「

教
育

及
び

保

育
時
間
相
当
利
用
児
」
と
い
う
。
)
に
係
る
保
育
料
は
、
備
前
市
立
保
育
園
設
置

条
例
(
平
成

1
7
年
備
前
市
条
例
第
1
2
3
号

)
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額
を
限
度
と
し
て
、
規
則
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
で
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(
2
)
～

(
5
)
 
（
略
）
 

(
2
)
～

(
5
)
 
（
略
）
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